
 

 

請 願 第 ２ １ 号 平成２７年６月１日受理 

付 託 委 員 会 福祉常任委員会 

件 名 
八千代市福祉作業所の「民設民営化」を撤回し、当初計画の「公設民

営」に戻すことを求める件 

紹 介 議 員 原   弘 志 議員 

請 願 要 旨 

 福祉作業所の建てかえに伴う運営管理形態を、以下の理由により創設以来 

３０年の歴史がある「公設民営」にすることを求めたい。 

 障害者にとって一番大切なことは、効率性を求めず、どのような障害者も受

け入れ、どのようなときにもサービスが受けられる安心感と確実性がある「公

設民営」の施設である。知的障害者の施設は少なく、ほかに行く場所がない障

害者にとって何より重要なことである。 

 また、「民設民営」を決めた平成２６年度第１回八千代市障害者健康福祉推進

連絡会議（以後、連絡会議とする）の資料及び内容に重大な疑義と問題があ

り、到底納得できるものではない。民設民営化は福祉の切り捨てと言わざるを

得ない。 

 

（理由） 

１、「民設民営」の福祉サービス、及び運営に関する問題点。 

 ① 「民設民営」の場合、事業撤退、事業体系の変更、重度障害者の排除、

経営権の譲渡、などの可能性がある。（公募条件に事業変更不可の文言を入

れても、市は民間経営に関与することはできない。また事業の廃止は、１

枚の用紙を提出するだけで済む） 

 ② 今後１０年、２０年先障害者が多くなることが予測される。「民設民営」

の場合、障害者を受け入れる保証はない。入所決定は「民の事業者」の都

合で判断する。 

 ③ 「民設民営」の場合、不適切な運営、苦情、虐待の訴え、不当な協力費

や寄附金の徴収などに対し、泣き寝入りをしなければならない。訴えをす

れば施設にいづらくなるのが現実の姿である。 

 ④ 「民設民営」の場合、不正な行為、不適切な運営があっても事業者をか

えることはできない。（公設民営の場合、協定書によって指定管理者の取り



 

 

消し等ができる）また、「民設民営」の場合、指定管理者の指名入札がない

ため、競争原理が働かず福祉サービス低下の可能性がある。 

 

２、平成２６年度第１回八千代市障害者健康福祉推進連絡会議の問題点、及び

公設民営から民設民営に決定する過程の問題点。 

 ① 連絡会議では、民設民営化検討の経緯を、ある社会福祉法人の「福祉施

設は指定管理者制度に不向きである」という、意見をもとにしている。 

  ※ 理由⑴として：３～５年で管理者が変更になる可能性のある指定管理

者制度は、事業を拡大していくことが難しく、発展性がない。 

  ※ 理由⑵として：指定管理者制度は、管理者がかわる可能性があり、一

定の方針で運営できない。また、障害の特性により利用者が環境の変化

に対応できない。としている。 

  ※ ただし、下記の見解で上記の理由に正当性がないことが理解できると

思う。 

見解⑴：公設民営の指定管理者も「民」である。指定管理者制度は、民

の活力を導入しサービスの向上を図る制度である。指定管理者も指定

管理者としての事業を継続しながら、グループホーム、行動援護等の

事業を拡大発展させることは可能である。ぜひ事業を拡大し地域福祉

に貢献してほしいものである。 

見解⑵：障害福祉サービス事業は、社会福祉法、障害者総合支援法等

で、福祉の基本理念、人員基準、設備基準、また、運営規定等で運営

の方針と目的、管理者の資格要件、サービスの提供方法、苦情の対

応、虐待防止の措置、個別支援計画の作成義務、等々の細目が決めら

れている。 

     そのため、指定管理者がかわっても運営管理の方針が変わるもので

はない。また、原則職員はかわらないので利用者に環境の変化が生じ

ることはない。ただし、指定管理者の指定期間（３～５年）の延長も

検討材料の一つである。 

 ② 連絡会議で配付された資料に重大な間違いがある。 

  ⑴ 公設民営も民設民営も施設の運営管理にかかる経費は同じ金額であ 

る。 

    また、どちらにも同様に国からの給付金が出る。ただし、公設民営の



 

 

場合は給付額の規定が３.５％減額になっている。 

    そのため、同じ条件で、公設民営と民設民営の市の年間負担額を比較

すると、その差額は、公施設減算補塡分３.５％の３６０万円（推定値）

だけになる。 

  ⑵ 連絡会議の資料によると、運営費の年間負担額は公設民営、約 

５,１５１万円、民設民営、約２,１５０万円になっている。 

    これは「人員加配分」（年間費用、約１,７８３万円）と「送迎費の差

額」（年間費用、約８５８万円）及び「給付額の減算分」（年間３６０万

円）を公設民営の費用負担にしているからである。 

    人員加配分及び送迎費の差額の経費は、民設民営においても同様にか

かる経費である。公設民営だけに、サービスの質を落とせないという理

由で委託料として費用負担に計上するのは間違いである。 

    （この論だと、民設民営は市の委託料がないため、サービスの質が落

ちることになる） 

 ⑶ 送迎加算も、資料には公設民営の場合は給付がないので市が負担す

る。となっているがこれも間違いである。民設と同様、国からの給付は

ある。 

  ⑷ 資料には民設民営の場合、国等からの建設補助金１億７,７９８万円が

活用できる。と記載されている。実際は不確定要素が多く、出たとして

も近年は広く浅く出すため、１件につき５～６,０００万円とのことであ

る。これも間違った資料である。 

   ※ この建設補助金の件は担当課も認識している。 

上記⑵⑶の公設民営と民設民営の負担金額の比較もそうであるが、

民設民営は有利である。という資料を意図的に作成しているとしか思

えない。 

※ この連絡会議で、障害者のあり方ではなく、間違った資料をもとに、経費

の比較を論じて民設民営に決定していることは、恥ずべきことである。 

 ③ 福祉作業所の整備計画は、下記のとおり、市と保護者が連携して１０年

前から公設民営を前提に進めてきた経緯がある。 

  ※ 平成１７年、保護者が古い狭い不衛生な第１福祉作業所の建てかえを 

要望する。 

  ※ 平成２３年度～平成２７年度の第４次総合計画前期に福祉作業所整備



 

 

事業が明確化される。 

  ※ 平成２５年９月２５日、市より基本設計（案）が保護者に提示され、

保護者８７名の署名とともに基本設計の要望書を障害者支援課に提出す

る。 

  ※ 平成２５年１２月２０日及び平成２６年３月１６日、２回にわたり市

の担当部課長ほか６名、設計事務所３名、保護者１４名と基本設計につ

いて打ち合わせをする。（この会議では、再度打ち合わせを行うことで合

意する。） 

  平成２６年９月、突然福祉作業所の運営管理形態が公設民営から民設民営

になることを知る。長年の保護者との協力関係を無視したやり方は、行政の

良識を疑うものである。 

 

３、施設整備、補助金等の問題点（以下の記述は連絡会議録及び市の回答をも

とにしている） 

 ① 施設の建設費は、公設民営の場合約８億７,０００万円と積算している。

その理由は、ＲＣ工法、太陽光発電設備、将来的な通所者の増員を見込ん

だゆとりある延床面積にあるとしている。民設民営の場合は約５億円と担

当課から聞いている。理由として鉄骨構造、施設整備に効率性を求めるた

め安価になるとしている。 

 ② 民設民営の場合、市は重度重複障害者を受け入れるためにかかる建設及

び設備費の補助金（約３億円と聞いている）を出し、また運営費として毎

年約２,１５０万円を助成し、さらに土地の無償貸与を予定している。 

 

 上記によると民設民営の場合、将来的な障害者の増員に対応できない狭い面

積の施設であり、公設と比較して貧弱な施設整備である。 

 障害者の増員にも対応できず、公設と比較して貧弱な施設に多額な建設補助

金と運営助成金を出して民間に丸投げする。そうまでして民設民営にするの

は、障害者を犠牲にした福祉の厄介払い政策にすぎないと言える。 

 

（請願内容） 

１．八千代市福祉作業所の民設民営化を撤回し、当初の予定どおり公設民営に

することを求めたい。 



 

 

２．１年余りにわたって中断している建設計画を早急に進め、八千代市福祉作

業所の開所を平成２９年４月にすることを求めたい。 

 

 


